
平
成
十
九
年
七
月
十
日
受
領

答
弁
第
四
五
六
号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
五
六
号

平
成
十
九
年
七
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
古
本
伸
一
郎
君
提
出
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
古
本
伸
一
郎
君
提
出
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
に
つ
い
て
は
、
厳
密
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
に
、
所
得
を
把
握
し

や
す
い
こ
と
に
着
目
し
て
、
給
与
所
得
者
全
体
を
対
象
と
し
て
、
狙
い
撃
ち
的
に
負
担
増
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
対
象
者
の
う
ち
何
割
を
給
与
所
得
者
が
占
め
て
い
れ
ば
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
と
言
え
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

税
制
調
査
会
の
「
個
人
所
得
課
税
に
関
す
る
論
点
整
理
」
（
平
成
十
七
年
六
月
）
は
、
個
人
所
得
課
税
全
般
に
わ
た
る
幅

広
い
論
点
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

国
会
答
弁
等
に
お
い
て
は
、
定
率
減
税
の
縮
減
・
廃
止
は
、
近
年
の
経
済
状
況
の
大
幅
な
改
善
を
踏
ま
え
、
景
気
対
策
と

し
て
導
入
し
た
暫
定
的
な
税
負
担
の
軽
減
措
置
を
平
成
十
八
年
及
び
十
九
年
の
二
年
間
で
段
階
的
に
縮
減
・
廃
止
し
、
元
の

税
負
担
に
戻
す
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
自
民
党
の
政
権
公
約
の
「
『
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
』
を
行
う
と
の
政
府
税
調
の
考
え
方
」
と
の
表
現
に
つ
い
て
、

一



政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
年
齢
の
み
を
基
準
と
し
て
高
齢
者
を
優
遇
す
る
措
置
で
あ
る
公
的
年
金
等
控
除

の
六
十
五
歳
以
上
の
者
の
上
乗
せ
措
置
及
び
老
年
者
控
除
を
廃
止
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代
と
の
間

の
税
負
担
の
公
平
を
図
る
観
点
か
ら
、
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
夫
婦
世
帯
の
標
準
的
な
年
金
額
で
あ
る
年
間
約
二

百
八
十
万
円
以
下
の
年
金
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
る
高
齢
者
世
帯
に
は
、
基
本
的
に
税
負
担
が
生
じ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
老
年
者
増
税
」
又
は
「
年
金
生
活
者
増
税
」
と
の
表
現
は
適
切
で
な
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
増
税
」
に
つ
い
て
は
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

二


